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令和３年度 第２回役員会  議事録 

１．日時場所 

令和 4 年 2 月 23 日（水）19:00～20:30 於、町会会館 

２．出 席 者 

出席 15 名、委任状 3。合計 18 名で定足数（17 名）を満たす。 

新井副会長  田口香副会長  大塚会計  金塚洋会計 

一 部 石 井 梅 原 金塚政 倉 橋 角田 

二 部  大澤 

三 部 岩 波 中 澤 平 山 宮 原 飯 塚 

３．議  題  

１）会長より ２）前回のおさらい ３）特別防犯パトロール実施 

４）赤ちゃんお祝いの詳細提案 ５）民生委員募集の件 ６）総務より３件 

７）総会関連 ８）会館への被災者収容に関連して 

９）その他   

４．議事結果 

1） 会 長 よ り 

会長、体調不良により欠席のため、会長より伝言を預かった総務部長から、以下３点の

報告があった。 

① 王子神社創建七百年祭に 20 万円の寄付を支出したこと。 

② 北区より、荒川氾濫時の高台地区会館への被災者収容について依頼があること。 

③ 刃物男や掲示板損壊事件があり、王子警察に警備強化を要請したこと（制服警官の

巡回を増やしてくれることになった） 

2） 前回のおさらい（飯塚） 
前回 11 月 23 日役員会の主な決議事項を確認した。注 1（ 詳細略 ） 

3） 特別防犯パトロールの実施（梅原） 
刃物男や掲示板損壊事件発生に鑑み、防犯交通部長より「特別防犯パトロール」を実施

したいとの提案があり、以下のとおり決定した。 

① ３月の各週火曜日夜７時から２グループに分かれて防犯パトロールを実施する。 

 

注 1  同役員会の議事録はすでに役員回覧されている。ホームページで閲覧できる。 

役員回覧 
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② 王子警察にも各回２名の応援参加を要請する。 

③ これに伴い、３月の通常の防犯パトロールは実施しない（回覧物仕分けはある） 

④ 男性役員にはできる限り参加をお願いする。 

4） 赤ちゃんお祝いの詳細提案（山澤） 

原案どおり決定した。注２注２ 

① お祝いは現金 5 千円とする。 

② 現行の他のお祝いは 3 千円に据え置くが、予算事情が許せば弔慰金も含めて一律に 5

千円とする。これは４月の予算会議で再審議する。 

③ 令和３年のお祝いは年間合計 35 名（石井厚青部長）、町内新生児は 10 名（角田民生

委員）であるとの報告・指摘があった。 

④ お祝いに領収書はもらいにくいので、お祝いを届ける女性部担当者の「預り証」を

以てそれに代える。預り証には贈呈先氏名を明記する。 

⑤ 対象者は、令和４年４月１日以降生まれに限ることを案内に明記する。 

⑥ 総務はすぐに文用㈱（ホームページ運営会社）に申請欄の作成を依頼する。 

5） 民生委員募集の件（角田） 
欠員補充が必要である。三部中心に候補者をさがすことになった。 

３月中には目処をつけたい。 

6） 総務より３件（平山） 
新年度主要スケジュールと当番表及び班長申し送りの内容を確認した。 

新年度主要スケジュールと当番表は、役員回覧で配布する。 

7） 総会関連（飯塚） 
以下のとおり決定した。 

（1）スケジュール 

① 総 会 5 月 22 日（日） 14：00 ～ 
開催通知は 4 月 30 日発信 

委任状は 5 月 18 日締 切り 

② 監 査 会 4 月 27 日（水） 18：00 ～  

③ 予算会議 4 月 20 日（水） 19：00 ～  

④ 決算確定 4 月 中 旬   

⑤ 部費決算と予算 4 月 1 日（金）迄 
決算（費消報告）は大塚さんへ 

予算申請は総務平山さんへ 

 

注２ 原案は、2 月初中旬に役員回覧で配布されたものである。 
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（２）予 定 議 題 

第１号議案 令和 3 年度事業報告並びに令和 3 年度決算報告 

第 2 号議案 令和 4 年度事業計画案並びに令和 4 年度予算案承認 

第 3 号議案 町会規約細則第 3 条（部制及び事務分担規程）の一部改定の件 

第 4 号議案 町会規約細則第 12 条（表彰規程）の一部改定の件 

（３）細則改定部分 

第 3 号議案 町会規約細則第 3 条は、赤字部分を挿入する。 

第３条 この会は部制を置く。会長及び副会長は、理事 を含む役員 の中から部

長、副部長、部員を選任し役員会の承認を得なければならない。ただし

兼務を妨げない。 

第 4 号議案 町会規約細則第 12 条は、二重取り消し線部分を赤字に置き換える。 

第 12 条 - 2 項 班長及び役員がその職を継続５年以上在任したとき、また、15

年以上在任し退任又は辞任したときは、役員会の協議を経て、会長より

感謝状及び記念品を授与するものとする。授与することができる 

なお、監査会及び総会終了後の役員会は飲食・土産共に無しとすることを確認した。  

8） 会館への被災者収容に関連して（飯塚） 
北区より、荒川氾濫時の高台地区会館への被災者収容について依頼があった（前記「会

長よりの②」）が、全く他所の人達を町会会館内に収容するとすれば、それなりの準備

が必要である。（重要文書の保護等々） 

収容力の形成・向上を狙って、会館の「断捨離」と「改装」を検討することにした。費

用は特別会計「会館修繕建替積立金」から充てることにする。 

9） その他 

① 和朗会は、新年度より月例役員会を第 4 土曜日開催とする。（金塚政） 

② 今年の新成人のお祝いは 7 名でした。 

③ 早々に祭礼準備に着手する。（田口） 

④ 町内地図の更新をしたい。ゴミ集積場所、消火栓の確認等々。（飯塚） 

⑤ 「家族で守ろう 10 の約束」を回覧、ホームページに掲載しました。（飯塚） 

⑥ 本町公園に「牛の骨」が放置されるという事件があった。（田口） 

⑦ 北区で公園に防犯カメラ設置の動きがあり、当町内も早期設置を働きかける。（田口） 

⑧ 次回役員会は 3 月 23 日（水）19：00 ～ 
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10） 議事録署名人 

金塚政昭、金塚洋子両役員とする。 

以上 

 

議事録署名人 

本議事録は当該役員会における主要な決議について、その要旨を正しく記録するものと

認める。 

令和４年  月  日 

           （自書） 

           （自書） 

 


